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川島町男女共同参画推進計画 進捗状況について 

（平成２８年度～令和元年度） 

  

 現行の川島町男女共同参画推進計画については、３つの基本目標が定められ、その下

に７つの施策の基本的方向、２９の具体的施策が定められています。 

 各具体的施策について、以下の４段階で評価したところ以下のようになりました。 

 

Ａ 計画以上の取組・成果が得られた 

 Ｂ 計画どおりの取組・成果を得た 

 Ｃ 取り組んだが、期待する成果が得られなかった 

 Ｄ 取り組むことができなかった 

 

 

基本目標 施策数 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

基本目標１ 

 男女共生意識の啓発・高揚 
9 0 7 2 0 

基本目標２ 

 女性の社会参画の促進 
12 0 9 2 1 

基本目標３ 

女性の人権を尊重した男女共同参画の推進 
8 0 8 0 0 
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基本目標１ 男女共生意識の啓発・高揚 

(1)男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

① 職場・家庭・地域等における慣行の見直し（総務課） Ｂ 

取組内容 

・国や県からの最新情報や、各市町の計画等を確認している。 

・実態把握のための調査については、計画策定、見直しのタイミング

で実施する。 

② 広報・啓発活動の展開（総務課） Ｂ 

取組内容 

・平成 28～30年度に男女共同参画講座を開催。 

平成 28年度：DVとは？～DVの実態と私たちができること～（CAPく

れよん） 

平成 29 年度：男女共同参画の視点からの防災対策のススメ～避難所

生活での配慮、日頃の備え～（埼玉県男女共同参画センター） 

平成 30 年度：家事効率があがる片づけ術（ライフオーガナイザー・

埼玉県働く女性応援メンター 山口香央里氏） 

③ 町職員の理解の促進等（総務課） Ｃ 

取組内容 
・ノー残業デー、年休取得促進など、職員に周知した。 

・毎年、人権問題研修会に職員も出席している。 

④ 男性にとっての男女共同参画の促進（総務課） Ｃ 

取組内容 
・男性職員の育児休業について、制度の理解は進んでいるが、実際に

取得する職員は少ない状況。 

⑤ 人権を尊重する意識啓発（総務課・教育総務課） Ｂ 

取組内容 

・毎年、比企郡市人権政策協議会で作成するリーフレットを全戸配布

している。 

・例年 11 月頃に川島町人権同和問題研修会を開催している。また、

比企郡市人権政策協議会の構成市町の持ち回りで開催する人権フェ

スティバルに参加している。 

・小・中学校において、人権週間等で校長による講話や人権作文、メ

ッセージの作成を実施した。 

(2)男女平等を推進する教育・学習の充実 
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①男女共同参画の視点に立った学校教育の推進（教育総務課） Ｂ 

取組内容 
・各中学校において、県の資料を活用し、学級活動や道徳等で授業を

実施した。 

②男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進（健康福祉課・子育て支援

課・教育総務課・生涯学習課） 

Ｂ 

取組内容 

・母子の心の健康支援相談、子育て見守り事業、赤ちゃんサロン、さ

くらんぼサロン、乳幼児相談の実施。 

・平成２７年度から平成２９年度まで、乳幼児相談の待ち時間を利用

した子育て相談を年間１２回実施。 

・平成２９年度から、０歳～未就学児を対象とする子育てに関する相

談や親子同士の交流、サークル活動の場としての子育て支援センター

と０歳から１８歳までの人とその保護者を対象とし、遊びを通して、

健康と体力の増進を図る場としての児童センターを有する川島町子

育て支援総合センター「かわみんハウス」を開設し、子育てに悩みや

不安を抱える保護者に対する相談体制の充実を図っている。 

・その他、必要に応じて、児童相談所等関係機関の相談窓口を紹介し、

保護者の子育ての悩みや不安解消に努めている。 

・スクーリング・サポートセンターやさわやか相談室の活用等を全小・

中学校の保護者に周知した。 

・１０年以上継続している親の学習の実施だけでなく、親子を対象と

した講座を定期で開催するなど、親子の交流を目的とした講座等を実

施している。 

③男女共同参画の視点に立った社会教育の推進（総務課・農政産業課・生

涯学習課） 

Ｂ 

取組内容 

・女性職員のためのキャリアデザイン研修に職員を派遣した。 

・国や県が主催する講座の案内をした。 

・男性向け料理教室「野菜ソムリエが教える メンズのためのお手軽

レシピ」等を開催し、男性の家事への参画を促進した。 

④生涯にわたる学習機会の充実（総務課・生涯学習課） Ｂ 
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取組内容 

・平成 28年度に年代別のライフプランセミナーを開催した。 

・世代に合わせた講座や教室の企画を行うとともに、かわみんマムの

託児を用意することで、小さな子どもがいる親世代も参加しやすいよ

うに図っている。 

 

基本目標２ 女性の社会参画の促進 

(1)働きやすい環境の整備 

① 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保（総務課・農政

産業課） 

Ｂ 

取組内容 

・令和 2年度から導入された会計年度任用職員は、これまでの臨時職

員制度に比べて、報酬面、休暇等についても改善された。 

・ハラスメント研修会を実施。 

・月に２回ハローワーク求人情報の掲示および配布。 

・合同就職面接会や就職支援セミナーの開催。 

② 女性の活躍の推進（総務課・農政産業課） Ｂ 

取組内容 

・埼玉県男女共同参画課や With You さいたまから届いた通知等を配

架している。 

・平成 30 年度、令和元年度に「女性のためのプチ起業はじめ方セミ

ナー」を開催。 

③ 男女の仕事と生活の調和の実現（総務課・農政産業課） Ｂ 

取組内容 

・ワーク・ライフ・バランスの推進のため、年休 5日以上取得を促進、

達成している。 

・女性職員は、100％育児休業を取得している。 

・国や県が作成した啓発ポスターの掲示やチラシの配布。 

④ 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援（健康福祉課・

子育て支援課・生涯学習課） 

Ｂ 

取組内容 

・妊娠、出産相談（マタニティ学級） 

・乳幼児の健康支援(全戸訪問、健康診査、相談) 

・外出支援サービスの実施にあたり、日中独居の方にもサービスを提
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供し、介護者の介護と仕事の両立を支援した。 

・子育て中の方の交流を目的として子育てひろばやパパ・ママリフレ

ッシュ講座を開催した。平成２９年度から、０歳～未就学児を対象と

する子育てに関する相談や親子同士の交流、サークル活動の場として

の子育て支援センターと０歳から１８歳までの人とその保護者を対

象とし、遊びを通して、健康と体力の増進を図る場としての児童セン

ターを有する川島町子育て支援総合センター「かわみんハウス」を開

設し、子育て支援策の充実を図る。 

 また、児童手当の支給、子育て支援医療費の支給、ひとり親家庭等

医療費の支給等の経済的支援やファミリーサポートセンター事業、緊

急サポートセンター事業、産前産後ヘルパー派遣事業の子どもの送迎

や家事の代行等の支援、保護者の疾病などの緊急の保育需要や保護者

の育児の心身負担を軽減するため一時保育事業を実施している。 

(2)地域社会活動での参加促進 

① 地域の活動における男女共同参画の促進（総務課） Ｄ 

取組内容 
・区長の選出は地区によりルールがあるため、女性の選出は進んでい

ない。 

② 防災活動における男女共同参画の促進（総務課・健康福祉課） Ｂ 

取組内容 

・防災訓練や自主防災組織の訓練の際には、女性も参加している。ま

た、訓練の際には、女性の消防団員が活躍している。 

・平成 29年度に、埼玉県男女共同参画センターにより、『男女共同参

画の視点からの防災対策のススメ～避難所生活での配慮、日頃の備え

～』と題して研修会を開催した。 

・障がい者施設での、福祉避難所開設訓練の実施。障がい者のための、

災害時マニュアルの作成。 

③ 障がい者、外国人などの特別な配慮を必要とする人への支援（総務課・

生涯学習課） 

Ｂ 

取組内容 
・町の各種申請書の性別欄について、廃止した。 

・町内の外国人向けに、ごみの分別方法の講座や防災の講座を行い、
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基本目標３ 女性の人権を尊重した男女行動参画の推進 

(1)女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

① ＤＶやデートＤＶなど女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づ

くり（総務課・健康福祉課・子育て支援課・教育総務課） 

Ｂ 

取組内容 

・埼玉県等から配布されるパンフレットを配架している。 

・相談内容により、関係部署や各機関と連携し心のケアを実施。 

・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうことは、心理的虐待に

当たるため、毎年、児童虐待防止推進月間（１１月）に、児童虐待に

対する通報や相談に関する周知を町の広報誌で行い、リーフレットを

暮らしに役立つ情報の提供を行った。 

(3)政策・方針決定過程への参画促進 

① 女性職員の採用・登用等の推進（総務課） Ｂ 

取組内容 
・令和 2年 4月 1日現在、一般職事務職の正規職員に占める女性職員

の割合は、32.6％であり、数値目標を達成した。 

② 町の審議会等委員への女性の参画の推進（総務課） Ｃ 

取組内容 
・直近で委員が選任されている委員会、審議会等における女性の割合

は、26.1％であり、平成 28年度とほぼ同じ値である。 

③ 公共的団体その他各種団体における女性の参画の促進（総務課） Ｃ 

取組内容 

・各種団体から審議会委員等を選出いただく際には、女性を選出いた

だくよう依頼している。女性の人材に関する情報収集等は行えていな

い。 

④ 女性の人材に関する情報の収集・整備・提供（総務課） Ｂ 

取組内容 
・平成 28、29、30 年度、彩の国埼玉人づくり広域連合が開催する女

性職員キャリアアップ研修に職員を派遣している。 

⑤ 政策・方針決定過程の透明性の確保（総務課） Ｂ 

取組内容 
・広報、ホームページ、かわべえメール、ライン等の手段により、積

極的に情報発信を行っている。 
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保育園・幼稚園・小中学校の関係機関の児童・生徒を通し、保護者へ

配付して啓発を行っている。 

 川島町要保護児童対策地域協議会において、心配な家庭を把握し、

関係機関で見守り等を行い、情報共有を行っている。 

・両中学校において、デート DV について県の資料を活用し、各学級

で授業を実施した。 

② 安全・安心なまちづくりの推進（総務課・町民生活課・まち整備課・

教育総務課） 

Ｂ 

取組内容 

・各地区での防犯パトロール、こども 110番等により、地域の安全を

守る活動を積極的に実施。 

・地域の実情に応じた交通安全施設（主に防犯灯）等の要望に対応し、

防犯対策として一定の効果を得ている。 

・公園内で子供や女性が安心して散歩等利用できる為に、外灯の交換

工事に努めた。子供たちが安全に利用できるよう、遊具点検後、遊具

の修繕を行った。 

・町内小・中学校において、地域の協力を募り、登下校時の児童生徒

の見守りを実施した。 

③ 暴力被害者の保護・支援（総務課・子育て支援課） Ｂ 

取組内容 

・DV相談の際には、関係課と調整するとともに、必要に応じて県の相

談窓口等を案内している。 

・川島町要保護児童対策地域協議会において、児童相談所・保育園・

幼稚園・小中学校等の関係機関と連携を図り、心配な家庭の把握と保

育園・幼稚園・小中学校等児童・生徒が所属している機関による見守

りを行い、必要に応じて、児童相談所等に繋ぐなどの対応を行ってい

る。 

④ セクシャル・ハラスメント防止対策の推進（総務課・教育総務課） Ｂ 

取組内容 

・令和元年度に職員を対象に、セクハラを含めたハラスメントに関す

る研修を開催した。 

・町内全小・中学校の管理職をはじめ、全ての教職員を対象に研修を
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実施した。 

(2)生涯を通じた健康支援 

① 生涯を通じた男女の健康の保持増進（健康福祉課） Ｂ 

取組内容 ・フレイル予防の普及 

② 健康を脅かす問題についての対策の推進（健康福祉課・教育総務課） Ｂ 

取組内容 
・保健所で行っている性感染症検査についてのチラシを配架。 

・両中学校で保健師を招き、「性に関する指導」を毎年実施した。 

③ 性差に応じた健康支援（総務課・健康福祉課） Ｂ 

取組内容 

・川島町職員の職場における心の健康づくり計画を策定（平成 28 年

5月策定、平成 31年 4月改訂）。 

・職員向けの対応として、毎月メンタルヘルスカウンセリングを実施

しており、令和元年度は 53 人が受診した。また、毎年度、ストレス

チェックを実施している。 

・女性特有のがん（乳がん、子宮がん）検診、男性特有のがん（前立

腺がん）検診の実施。 

④ 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進（生涯学習課） Ｂ 

取組内容 

・公民館と連携し、フロアカーリング等の教室を開催し、ニュースポ

ーツを普及した。スポーツ推進委員と連携し、地域のスポーツ活動を

推進した。 

 

 


